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市民の皆様へ 
 

新型コロナウイルス感染防止対策にかかる 
南相馬市長メッセージ 

 
昨日午後７時に、福島県より南相馬市内における新型コロナ感染症

患者発生の発表がありました。 
 これを受け、市民の皆様に次のことをお願いいたします。 
 
１．発熱等症状がある市民の方へ 

○発熱等の症状がある方には、仕事をお休みいただき、不要不急の外

出は控えていただくことをお願いします。 

○海外から帰国、感染が流行している地域への訪問履歴がある方で発

熱等の症状がある方、発熱等の症状が継続する方などは、「帰国者・接

触者相談センター」に問い合わせをお願いします。 
 
２．一般の市民の方へ 

○クラスター（集団）の発生を防止するため、感染リスクが高い３つ

の「密」が重なる場、①換気の悪い密閉空間、②多数が集まる密集場

所、③間近で会話や発声をする密接場面、この３「密」が重なる場は、

できる限り、作らない、近づかない、という努力をお願いします。 

○桜の開花シーズン、歓迎会シーズンとなりましたが、花見は鑑賞に

とどめるとともに、多数が集まる宴会はお控えいただきますようお願

いします。 

○不要不急の往来については、東京方面のみならず広域的な移動、ま

た、総会や会合など多くの人が集まる場は、当面の間、参加・開催と

もに極力お控えいただくようお願いします。 

○南相馬市では、市ホームページで、新型コロナウイルスに関連する

様々な情報を発信しております。市民の皆様には、今後も国・県・市

などが発信する情報にご注意いただき、感染防止対策を徹底していた

だくとともに、落ち着いて行動していただくようお願いいたします。 



令和２年４月２日 
 

３．市民からの問合せ先 

①発熱等の症状のある方につきましては、直接、医療機関を受診する

前に「帰国者・接触者相談センター」に問い合わせをお願いします。 
 ００８０－２８０７－０４８９（相双保健所）  
 

②その他イベントの開催や感染予防対策など、医療以外のことにつき

ましては、本市では、当面の間、独自に土日・祝日も対応を行う相談

専用電話も設置いたします。詳しくは市ホームページをご覧ください。 

相談時間 ９時～１６時（市健康づくり課）  

０９０－２７９６－８０２３ 

０９０－２７９６－８０２４ 

０９０－２７９６－８０２５ 

０９０－５５９３－３７３２ 

０９０－５５９３－９５８６ 

 
③事業者の皆様向けには、小規模事業者等の経営全般に関する相談窓

口を設置しております。 
００２４４－２４－５２６４（市商工労政課）  

 
 
４．最後に 

現在、市では、「南相馬市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設

置し、関係部局で情報を共有するとともに、感染防止に取り組んでお

ります。 
市民の皆様には、冷静な対応を心がけていただきますようお願いい

たします。 



 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の県内発生について（６例目） 

            
令和２年４月１日（水） 

担当：福島県新型コロナウイルス感染症対策本部 

   総括班長 熊谷 光彦 

（外線）024-521-7872（内線）5710、5735 

 

本日（４月１日）、県衛生研究所が行った新型コロナウイルス検査の結果、陽性

となった患者が確認されました。 

県内で新型コロナウイルス感染症患者の発生が確認されたのは、６例目となりま

す。 

 

【患者の概要】 

（１） 年 代 ： ５０代 

（２） 性 別 ： 男性 

（３） 居住地 ： 福島県（相双保健所管内） 

（４） 症状・経過 

３月２４日 発熱（３７．１～３７．５度）、咳あり 

  ２６日 医療機関受診 

  ２８日 味覚障害、嗅覚障害が出現。悪心、咳あり。発熱なし 

３１日 帰国者・接触者相談センターに連絡あり、帰国者・接触者相

談外来を受診。 

４月 １日 新型コロナウイルス検査の結果、陽性であることが判明。 

現在、入院予定。本人は軽症。 

（５） 行動歴 

・３月２０日 東京都内に滞在 

・過去２週間以内の海外渡航歴はなし 

・行動歴の詳細は相双保健所にて調査中 

（６） その他 

濃厚接触者については、相双保健所で調査中。 

 

福島県からの情報（４月１日現在） 



新型コロナウイルス感染症患者発生に係る内容は次のとおりです。 

（令和２年４月１日現在）   

 

１ 患者概要について 

（１） 今回の患者の職業は？ 

⇒ 無職です。 

（２）市町村はどこですか？ 

   ⇒ 南相馬市です。 

（３）発症時点はいつですか。 

⇒ ３月２４日です。 

（４）発症後、利用した公共交通機関はありますか。 

   ⇒ ないようです。 

（５）発症後の買い物などの利用はあるか。それはどこか。 

   ⇒ 相双保健所において調査中です。 

（６）それ以外の行動はわかりますか。 

⇒ それ以外の行動については、相双保健所において詳細を確認中です。 

（７）感染源の特定はできているのか。（4 月 1 日現在） 

⇒ 現時点では特定できていません。 

東京での滞在による可能性についてなど詳細は確認中です。 

（８）東京での行動は 

⇒ ３月２０日に東京都内のライブハウスに行っているようです。 

（９）同居している家族はいますか。 

   ⇒ 同居している家族はいます。 

（１０）（県で）６例目の患者発生を受けて、今後どのような対策を行っていくのか。 

   ⇒ 県では、現在は、感染源及び濃厚接触者などさらに詳しく調査している 

状況です。 

     市としても県と連絡を密にし、情報収集に努めていきます。 

 

 

 

 

 

南相馬市が福島県より情報を得た内容であり、今後詳しい情報、 

内容が分かり次第、ホームページ等でお知らせします。 


